
死亡　関連チェックシート

（　　　　　　　　　　　　）様　　生年月日（Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ　　　年　　月　　日）　　TEL（　　　　－　　　　－　　　　）

① 亡くなられた方について

1
葬祭費の支給申請
※後期高齢者医療の方は申請から支給ま
で2～3か月かかります。

 □会葬礼状ハガキ
 □葬祭を行った方（喪主）の通帳
 □喪主の本人確認書類（免許証等、写し可）

2
資格喪失届（後期高齢医療制度
のみ）
保険証の返却

 □国民健康保険被保険者証
 □70歳～74歳までの方は高齢受給者証
 □後期高齢者医療証

各種認定証を持っていた はい いいえ 3 各種認定証の返却
 □限度額認定証等
 □特定疾病療養受療証

高額な医療費の支払いをしていた はい いいえ 4 高額療養費などの支給申請
 □相続人の通帳
 □相続人の本人確認書類（免許証等、写し可）
 □相続人が別世帯の場合、戸籍謄抄本（写し可）

福祉医療受給者証を持っていた はい いいえ 5
受給資格喪失届
受給者証返却

  □亡くなられた方の福祉医療受給者証

住民基本台帳カード を持っていた はい いいえ 6
 □住民基本台帳カード
 □届出者の本人確認書類（免許証等）

※特にお手続きは不要ですが、ご遺
族の希望により返納することができ
ます。

 □通知カード 又は 個人番号カード
 □届出者の本人確認書類（免許証等）

印

鑑 印鑑登録していた はい いいえ 8 印鑑登録証の返却  □印鑑登録証（登録番号　　　　　　　　）

介護保険証等を持っていた はい いいえ 9 介護保険被保険者証等の返却
 □介護保険被保険者証
 □介護保険負担割合証
 □負担限度額認定証　　　　　等

保険料（後期高齢・介護保険）
の清算手続き

はい いいえ 10 代表相続人届出
 □相続人の口座がわかるもの
 □相続人の本人確認書類(免許証等、写し可)

障がいの手帳を持っていた はい いいえ 11
手帳返還届
手帳の返却

 □障がいの手帳（身体・療育・精神）

12 自立支援医療受給者証等の返却  □自立支援医療受給者証

13 特別障害者手当証書等の返却

14
障害福祉サービス受給者証等の
返却

15 特別児童扶養手当証書の返却  ※子育てゆめるん課でご確認ください

こ

ど

も

児童手当・児童扶養手当
の受給者または対象児童だった

はい いいえ 16
児童手当消滅届
児童扶養手当喪失届等
額改定請求届

 □手当証書（児童扶養手当の場合）

児童手当；
　　総合窓口ｾﾝﾀｰ
児童扶養手当；
　子育てゆめるん課

子育て
ゆめるん課

本館１F
43-5219

原付バイク・小型特殊車両を所有していた はい いいえ 17 軽自動車税の申告  ※税務課でご相談ください
税務課
本館1Ｆ

税・料などを口座振替で納めていた はい いいえ 18 口座振替の廃止・変更
 □金融機関お届け印
 □通帳（口座番号等がわかるもの）

総合窓口ｾﾝﾀｰ
本館１Ｆ

税金・保険料などに未納 がある場合 はい いいえ 19 納税相談  ※税務課でご確認ください

南あわじ市に土地・家屋を所有していた はい いいえ 20 相続人代表者指定届  ※税務課でご確認ください

→土地・家屋を相続する はい いいえ 21

→農地を相続する はい いいえ 22 ※法務局で登記終了後、農業委員会へお越しください

→森林を相続する はい いいえ 23 ※法務局で登記終了後、農林振興課へお越しください

老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・
寡婦年金を受給していた

24

上記以外の国民年金・厚生年金
　　　　　　　　　　を受給していた

25

共済組合の年金を受給していた はい いいえ 26  ※受給していた年金の共済組合にご確認ください

（軍人）恩給等を受給していた はい いいえ 27
 ※総務省恩給相談室へご確認ください
 　（☎０３－５２７３－１４００）

農業者年金を受給していた はい いいえ 28  ※農業委員会にご確認ください

～ 裏 面 も ご 確 認 く だ さ い ～

年

金

はい いいえ

受給権者死亡届
未支給年金の請求
遺族年金の請求

※受給していた年金によって
手続きが異なります。
年金事務所または各共済組合へ
ご確認ください。

 □年金証書（手帳）　□請求者の通帳
 □戸籍謄本等（死亡者・請求者）
 □住民票（死亡者の除票、請求者の世帯全員）
※必要書類等下記に問い合わせください。
　（ご家族様から直接連絡をお願いします。）

【ねんきんダイヤル】
　☎0570‐05‐1165
　　　　又は、
　〒673-8512 明石市鷹匠町12番12号
　　　　明石年金事務所

ねんきんダイヤル
0570-05-1165

受給していた
 共済組合

総務省
恩給相談室

農業委員会
本館２Ｆ
43-5236

税

・

料

金

税務課
本館1Ｆ

43-5213

税務課
本館1Ｆ

※法務局でご相談ください
※未登記の家屋については市役所(税務課)で手続きお願いします

農業委員会
本館２Ｆ
43-5236

農林振興課
本館２Ｆ
43-5223

高

齢

長寿・保険課
介護保険係

本館１F
43-5217

障

が

い

福祉課
本館１F

43-5216

障がいに関する各種制度を利用していた方 はい いいえ  ※福祉課でご確認ください
福祉課
本館１F

子育てゆめるん課
本館１F

43-5219

マイナンバーの
通知カード・個人番号カード を持ってい
た

はい いいえ 7

(当該カードを受取することなく死亡された場合、市役所で保管しているものについては廃棄します。)

問合せ窓口

医

療

国民健康保険または後期高齢医療制度
に加入していた

はい いいえ

総合窓口ｾﾝﾀｰ
本館１Ｆ

長寿・保険課
医療・保険係

本館１F
43-5257

住

民

票

返納届（カードの返却）

総合窓口ｾﾝﾀｰ
本館１F

43-5212

　関連する手続きは、死亡届と同時に行う必要はありません。落ち着いてから手続きにお越しください。

※亡くなられた方が、南あわじ市に住民票があった場合は、このチェックシートを確認してください。
※亡くなられた方が、南あわじ市以外に住民票があった場合は、住所地の市区町村にご確認ください。

下記に当てはまりますか？ どちらかに〇 該当 手続き 手続きに必要なもの
受付
状況 手続き窓口

ＰＤＦ送信： 未 ／ 済



① 亡くなられた方について

上下水道の使用をやめる場合 はい いいえ 29 閉栓届等

30 所有者使用者変更届

31 下水道受益者変更届

デジタル防災行政無線戸別受信機 を
　　　　　　　　　　　　　　　　設置している方

はい いいえ 32
名義変更手続き
＊世帯主が死亡した場合

 ※詳しくは危機管理課でご確認ください

市営住宅に入居していた はい いいえ 33 異動届等  ※都市政策室でご確認ください

② ご家族に関する届出・申請

34
国民健康保険の加入（74歳ま
で）
保険証の交付

長寿・保険課
医療・保険係

本館１F
43-5257

35
国民年金の加入
（20～60歳までの配偶者）

総合窓口ｾﾝﾀｰ
本館１F

43-5212

国民健康保険に加入していて
世帯主が変わる方

はい いいえ 36
新しい国民健康保険被保険者証
の交付

 □変更前の保険証

長寿・保険課
医療・保険係

本館１F
43-5257

受けられる年金給付がないか確認とご相談 はい いいえ 37

例）・遺族基礎年金
　　（子のある妻、または子）
　　・国民年金寡婦年金
　　（60～64歳の妻）
　　・国民年金死亡一時金

受給していた年金の種類によって手続き窓
口が異なります。年金事務所または各共済
組合へご確認ください

国民年金加入者で免除申請を提出していて
世帯主・配偶者の方が亡くなられた方

はい いいえ 38 所得判定対象者の変更  ※明石年金事務所でご確認ください

住

民

票
世帯主が死亡した方 はい いいえ 39 新世帯主の連絡  □　　　　　様から　　　　　様への変更

40 ・児童手当
総合窓口ｾﾝﾀｰ

本館１Ｆ

子育て
ゆめるん課

本館１F
43-5219

41
・児童扶養手当
・特別児童扶養手当

42 ・保育所（園）

43

・乳幼児等医療費助成
・こども医療費助成
・母子家庭等医療費助成
・重度障害者医療費助成

総合窓口ｾﾝﾀｰ
本館１Ｆ

長寿・保険課
医療・保険係

本館１F
43-5257

火葬場使用申請者が生活保護を受けている方 はい いいえ 44
火葬場使用料の免除・減額申請
火葬場使用料の還付申請

 ※環境課でご確認ください
 □還付の場合、振込口座がわかるもの

井戸水等を使用している世帯の方 はい いいえ 45 下水道使用人数の変更

市税の口座振替を希望する方
 （国民健康保険税など世帯主変更した方）

はい いいえ 46 口座振替の申込  □金融機関口座がわかるもの　　□お届け印
総合窓口ｾﾝﾀｰ
本館１Ｆ

税務課
本館1Ｆ

43-5213

＊必要な書類がそろわない場合は後日あらためて来ていただく場合があります。その場合はこのチェックシートをお持ちください。

そ
の
他

環境課
本館２Ｆ
43-5214

下水道課
第１別館１Ｆ
43－5228

総合窓口センター
本館１Ｆ
43-5212

こ

ど

も

お子さまに関して受けられる

手当・助成等の確認、相談
はい いいえ

 ※ご家庭の状況により利用できる制度や必要
　 なものが異なりますので、ご相談ください

子育てゆめるん課
本館１F

43-5219

受付
状況 手続き窓口 問合せ窓口

保

険

・

年

金

健康保険の扶養から外れて、

国民健康保険に加入する方
はい いいえ  □加入していた健康保険の資格喪失証明書

総合窓口ｾﾝﾀｰ
本館１Ｆ

ねんきんダイヤル
0570-05-1165

ご家族が該当するものについてご確認ください どちらかに〇 該当 手続き 手続きに必要なもの

そ

の

他

お客様センター
第１別館１Ｆ

0570-091-132
（ナビダイヤル）

上下水道の名義を変更する場合 はい いいえ

下水道課
第１別館１Ｆ

43-5228

危機管理課
本館３Ｆ
43-5203

都市政策室
本館２F

43-5226

下記に当てはまりますか？ どちらかに〇 該当 手続き 手続きに必要なもの
受付
状況 手続き窓口 問合せ窓口


